
第 12 回岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 
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１ 発生状況について                        資料 1 
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【配布資料】 
資料 1 岐阜市における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況について（R4.5.29 公表時点） 

資料 2 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策協議会（第 44 回）対策本部本部員会議（第 56 回） 



資料 1 

 

岐阜市における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況について（R4.5.29 公表時点） 

 

1 感染者数推移（週計）                                                         

・累計22,956人の感染者が発生。新規感染者が3月は3,615人発生しており、4月は3,722人、5月は3,470人となっている。 

・一週間の人口10万人あたりの感染者数は、5/18～5/24の一週間において224.07人となった。 

 参考 （5/18～5/24での比較）全国：187.80人 岐阜県：198.21人 愛知県：195.08人 
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2 年代別割合の比較（令和 3年 4月以降）                                                 

・30代以下が65.6%、60代以上が11.5%となっている。 

・最近の状況は、10代以下の割合が増加する一方、60代以上の割合が減少している。 

※割合は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100%とはならない場合があります。 
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岐阜県新型コ ロナウイ ルス感染症 

対策協議会（ 第４ ４ 回）  

対策本部本部員会議（ 第５ ６ 回）  

 

 

日 時： 令和４ 年５ 月３ ０ 日（ 月）  

１ １ ： ０ ０ ～ 

場 所： 県庁４ 階 特別会議室  

 

 

 

１  感染状況 資料１  

 

２  県の対策（ 案）   

 「 ウィ ズ・ コ ロナ」 総合対策の実施について  資料２  

   

 （ 参考）   

 ・ マスク 着用についてのリ ーフ レッ ト  参考資料１  

 ・ 水際対策の見直し について 参考資料２  

 ・ 国交付金の概要 参考資料３  

 ・ 市町村における生活者への主な支援策 参考資料４  
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資料２



市名 備考 町村名 備考

岐阜市 市長 Ｔ Ｖ 岐南町 町長 Ｔ Ｖ
大垣市 市長 Ｔ Ｖ 笠松町 町長 Ｔ Ｖ
高山市 市長 Ｔ Ｖ 養老町 町長 Ｔ Ｖ

多治見市 市長 Ｔ Ｖ 垂井町 副町長 Ｔ Ｖ
関市 市長 Ｔ Ｖ 関ケ原町 町長 Ｔ Ｖ

中津川市 副市長 Ｔ Ｖ 神戸町 総務部長 Ｔ Ｖ
美濃市 副市長 Ｔ Ｖ 輪之内町 町長 Ｔ Ｖ
瑞浪市 市長 Ｔ Ｖ 安八町 町長 Ｔ Ｖ
羽島市 市長 Ｔ Ｖ 揖斐川町 町長 Ｔ Ｖ
恵那市 市長 Ｔ Ｖ 大野町 副町長 Ｔ Ｖ

美濃加茂市 市長 Ｔ Ｖ 池田町 総務部長 Ｔ Ｖ
土岐市 市長公室長 Ｔ Ｖ 北方町 町長 Ｔ Ｖ

各務原市 副市長 Ｔ Ｖ 坂祝町 総務課長 Ｔ Ｖ
可児市 企画部長 Ｔ Ｖ 富加町 町長 Ｔ Ｖ
山県市 市長 Ｔ Ｖ 川辺町 町長 Ｔ Ｖ
瑞穂市 市長 Ｔ Ｖ 七宗町 町長 Ｔ Ｖ
飛騨市 市長 Ｔ Ｖ 八百津町 町長 Ｔ Ｖ
本巣市 市長 Ｔ Ｖ 白川町 町長 Ｔ Ｖ
郡上市 副市長 Ｔ Ｖ 東白川村 村長 Ｔ Ｖ
下呂市 市長 Ｔ Ｖ 御嵩町 町長 Ｔ Ｖ
海津市 市長 Ｔ Ｖ 白川村 総務課長 Ｔ Ｖ

会長 会長
会長 筆頭代表幹事

専務理事 理事長
副会長 専務理事
会長 公務金融部長

会長 支店長

会長 次長

会長 主任地方労働基準監察監督官

専務理事

所長

岐阜県商工会連合会 野原　 茂基

前島　 晋介

清流の国推進部長 長尾　 安博
山口　 義樹

厚生環境委員会委員長

堀　 裕行

氏名

村田　 嘉子

崎浦　 良典

堀　 貴雄

観光国際局長

商工労働部長

雨宮　 功治

人事委員会事務局長

都市建築部長

議会事務局長

山口　 嘉彦

丸山　 淳

商工組合中央金庫　 岐阜支店

岐阜労働局 國江　 尚弘

知事 健康福祉部長
子ども ・ 女性局長

ぎふ綜合健診セン タ ー 村上　 啓雄

平岩　 正光

佐名　 健太

参与

氏名等

氏名

会計管理者

副知事

河合　 孝憲

纐纈　 和人

高井　 峰好

平木　 省

長屋　 光征

野崎　 眞司

日本政策金融公庫　 岐阜支店

農政部長
林政部長
県土整備部長

デジタ ル推進局長

大野　 真義

総務部長

渡辺　 正信

田中　 誠司

環境生活部長

教育長

尾鼻　 智

監査委員事務局長

篭橋　 智基

危機管理部長

県民文化局長

内木　 禎
健康福祉部次長

岐阜県農業協同組合中央会松波　 英寿
大垣銀行協会

警察本部警備部長

岐阜県看護協会
瀧　 修一

青木　 京子

副知事

３ 　 専門家
所属名

竹中　 哲夫

岐阜県商工会議所連合会 村瀬　 幸雄

市橋　 貴仁

４ 　 県

北川　 幹根

古田　 肇
議長

横山　 玄

岐阜県経営者協会
岐阜県観光連盟

渡辺　 幸司
樋口　 博久
大脇　 哲也

労働委員会事務局長

舟久保　 敏

國島　 芳明

柴橋　 正直

渡邉　 卓

林　 英直

大橋　 孝

堀部　 勉

古川　 雅典

木野　 隆之
金指　 義樹

堀　 正

片岡　 兼男

水野　 健治

西脇　 康世

水野　 光二

戸部　 哲哉
藤井　 浩人 遠藤　 一美

岐阜県新型コ ロナウイ ルス感染症
対策協議会（ 第４ ４ 回）  対策本部本部員会議（ 第５ ６ 回）  出席者名簿

１ 　 市町村
氏名等 氏名等

日時： 令和４ 年５ 月３ ０ 日（ 月） １ １ ： ０ ０ ～
場所： 岐阜県庁４ 階　 特別会議室

石田　 仁 古田　 聖人
小島　 英雄

坪内　 豊

山内　 登
今井　 俊郎青木　 修

河合　 直樹

尾関　 健治

武藤　 貞雄
松井　 聡

小坂　 喬峰
岡部　 栄一

岐阜県医師会 今井　 哲夫

横川　 真澄

有川　 幸孝 日比野　 豊
阿部　 義和岐阜県歯科医師会

板津　 德次

藤原　 勉

団体名

林　 宏優

金子　 政則

岐阜県病院協会 渡邉　 健彦

鈴木　 良春

岩本　 一也

岐阜県中小企業団体中央会

佐藤　 光宏
森　 和之

２ 　 各種団体

小鍋　 泰弘

都竹　 淳也

団体名

加納　 福明

細江　 茂樹

岐阜県経済同友会

氏名等

渡邊　 公夫

氏名等

都市公園整備局長

岐阜県商店街振興組合連合会岐阜県薬剤師会
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令和４年５月３０日（月）１１：００～

出入口

       岐阜県観光連盟　○  ○　岐阜県薬剤師会

岐阜県経営者協会　○　 ○　岐阜県歯科医師会
議会事務局長

岐阜県商工会議所連合会　○　 ○　岐阜県医師会
商工労働部長

　ぎふ綜合健診センター
岐阜県商工会連合会　○　 ○　村上 所長

総務部長

岐阜県中小企業団体中央会　○　 ○　長屋厚環委員長
健康福祉部

岐阜県経済同友会　○　 ○　平岩議長
健康福祉部

岐阜県商店街振興組合連合会　○　 ○　古田知事 健康福祉部

健康福祉部
岐阜県農業協同組合中央会　○　 ○　平木副知事

健康福祉部

大垣銀行協会　○　 ○　河合副知事
健康福祉部次長

日本政策金融公庫岐阜支店　○　 健康福祉部長

商工組合中央金庫岐阜支店　○ ○　教育長

出入口

岐阜県新型コロナウイルス感染症

４階特別会議室

対策協議会（第４４回）　対策本部本部員会議（第５６回）　配席図

○ 岐阜県病院協会岐阜県看護協会 ○

○ 警察本部警備部長

岐阜労働局 ○
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県の１ ０ 万人あたり 新規陽性者数
（ ７ 日間移動合計） の推移と 県の対策

人

Lv. 1→2
( 1/11)

Lv. 3→4
( 1/16) レベル３ 相当

レベル４ 相当

173. 44人
（ 5/29）

15

時短要請開始
（ 1/21～3/21）

Lv. 2→3

( 1/13)

「 第6波」
非常事態宣言

（ 1/17）

レベル２ 相当
25

まん延防止等
重点措置区域

の指定
（ 1/21）

333. 70人
（ 2/19）

資料１

「 第6波」
突入

（ 1/11）

まん延防止等
重点措置区域

の解除
（ 3/21）

第5波まで

の最大値

114. 01人
（ R3 8/30）
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県の病床使用率の推移と 対策
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重症者数の推移と 対策
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陽性率（ ７ 日間移動平均） の推移と 対策

第5波まで
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週別・ 年代別・ 新規陽性者数推移
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直近の感染状況 年代別陽性者の割合

2022/5/2～2022/5/8
陽性者数： 2,711名

2022/5/9～2022/5/15
陽性者数： 4,050名

2022/5/16～2022/5/22
陽性者数： 4,018名

陽性者の１／３が１０代以下、約半数が2 0 代以下
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

2022/5/23～2022/5/29
陽性者数： 3,432名

2022/4/25～2022/5/1
陽性者数： 3,394名

69



第６ 波における死亡者 第６ 波における重症者

直近の感染状況 死亡者、 重症者について

第１ 波 第２ 波 第３ 波 第４ 波 第５ 波 第６ 波

陽性者数 150 480 4,037 4,615 9,653 80,188

重症者数 8 12 58 77 54 29

重症者（ ％） 5.33% 2.50% 1.44% 1.67% 0.56% 0.04%

死亡者数 7 3 105 72 32 115

死亡者（ ％） 4.67% 0.63% 2.60% 1.56% 0.33% 0.14%

各波の比較

基礎疾患あり

10歳未満 1 1 14,012 0.01%

10代 0 0 13,089 0%

20代 2 1 11,677 0.02%

30代 0 0 12,067 0%

40代 4 2 11,913 0.03%

50代 5 4 6,963 0.07%

60代 5 5 4,184 0.12%

70代 6 6 3,182 0.19%

80代 6 6 2,115 0.28%

90代 0 0 943 0%

100歳以上 0 0 43 0%

計 29 25 80,188 0.04%

う ち59歳以下 12 8 69,721 0.02%

う ち60歳以上 17 17 10,467 0.16%

重症化率年代 重症者数 陽性者数基礎疾患あり

10歳未満 0 0 14,012 0%

10代 0 0 13,089 0%

20代 2 0 11,677 0.02%

30代 1 1 12,067 0.01%

40代 2 1 11,913 0.02%

50代 2 2 6,963 0.03%

60代 6 6 4,184 0.14%

70代 18 17 3,182 0.57%

80代 39 38 2,115 1.84%

90代 42 41 943 4.45%

100歳以上 3 3 43 6.98%

計 115 109 80,188 0.14%

う ち59歳以下 7 4 69,721 0.01%

う ち60歳以上 108 105 10,467 1.03%

致死率年代 死亡者数 陽性者数

5月29日時点
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【 新型コ ロナウイ ルスを取り 巻く 現状】  

本県では、 感染拡大「 第６ 波」 が下がり き ら ないまま、 減少と 増
加を繰り 返し 、 今なお高い感染水準で推移し ています。 また、 変異
を 続けるオミ ク ロン株の圧倒的な感染スピ ード と 感染規模を 踏まえ
る と 、 こ れをゼロに抑え込むこ と は容易ではあり ません。  

こ う し た中で、 間も なく 本格的な夏を迎えるこ と と なり ます。 熱
中症にも 注意し つつ、「 重症化リ スク 」 の高い高齢者などに重点化
し 、「 県民の命を守る」 体制整備と 通常の医療の維持を最優先し な
がら 社会経済活動と のバラ ンスを図っ てまいり ます。 そし て、 前回
対策で決定し たと おり 、 １ 日あたり 新規陽性者数が１ 週間平均７ ０ ０
人を超える再拡大時には、 速やかに行政検査を重症化リ スク の高い
方に重点化するなど、 優先順位を一段と 徹底し て対応し ます。  

【「 ウィ ズ・ コ ロナ」 総合対策】  
こ う し た考え方のも と 、 以下の取組みを「 ウィ ズ・ コ ロナ」 総合

対策と し て進めます。  

① 基本的な感染防止対策を徹底・ 継続し つつ社会経済活動の回
復を進める「 感染防止と 社会経済活動の両立」  

② 感染再拡大時においても 、 通常医療の維持に加え、 高齢者な
どの「 ハイ リ スク の方を 守る体制整備」  

③ 新型コ ロナにより 大き な影響を受けている県民生活や事業活
動を支援する 「 緊急対策」  

し かし ながら 、「 ウィ ズ・ コ ロナ」 と は、 漫然と コ ロナと 共存す
る と いう こ と ではあり ません。 感染対策を適切に講じ つつ、 社会経
済活動も し っ かり と 進めていく こ と が大切です。  

県民、 事業者の皆様におかれまし ても 、 一人ひと り が改めて基本
的な感染防止対策を徹底し ていただいたう えで、 日々の様々な活動
に取り 組んでいただき ますよう 、 ご協力をお願いいたし ます。

「 ウィ ズ・ コ ロナ」 総合対策の 

実施について  
 

令和４ 年５ 月３ ０ 日決定 
岐阜県新型コ ロナウイ ルス感染症対策本部 

 

（ 案）  
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 対策のポイント （ 新規追加部分）  
 

＜感染防止と 社会経済活動の両立＞ 

〇基本的な感染防止対策 

・ 感染防止に向けた有力な武器と し て、 マスクについては、 国の基本的対処方 

針に沿って人と の距離（ ２ ｍ以上） や会話の有無により 、 メ リ ハリ をつけて 

着用（ マスクを着用できればより 安全であるが、 外すこと も賢く 行う ）  

 

人と の距離が確保できる 人と の距離が確保できない 

屋内 屋外 屋内 屋外 

会話を行う  着用推奨※ 必要なし  着用推奨 着用推奨 

会話をほと んど
行わない 必要なし  必要なし  着用推奨 必要なし  

  ※十分な換気など感染防止対策を講じ ている場合は、 外すこと も可 

・ 夏場については、 熱中症防止の観点から、 屋外の「 必要なし 」 の場面では 

マスクを外すこと を推奨 

〇飲食 

・ エアロゾル感染（ 空中に浮遊するウイルスを吸い込んだ結果感染すること ）  

の防止を一段と 強化するため、 飲食店に対する換気設備工事（ これに付随す 

る空気清浄機の購入含む） の支援制度を創設 

〇観光 

・ 県内観光割引「 ほっと 一息、 ぎふの旅」 キャンペーン（ ブロッ ク割） を６ 月 

末まで延長 

・ 国が行う インバウンド 再開に向けた訪日観光実証事業に協力 

（ 県内では高山市、 中津川市、 白川村を来訪）  

・ 今後、 国において添乗員付きのパッ ケージツアーに限定し た外国人観光客の 

入国再開が進められること に対応し て、 上記実証事業を踏まえ、 感染防止対 

策を徹底し た受入体制について準備・ 検討 
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＜ハイリ スクの方を守る体制整備＞ 

〇ワクチン追加接種（ ４ 回目）  

・ 重症化予防の観点から、 希望する６ ０ 歳以上の方や基礎疾患のある方などに 

 対する４ 回目接種を、 ５ 月２ ５ 日以降、 準備が整った市町村から順次開始 

・ 県内２ 箇所（ 岐阜、 西濃） において、 県大規模接種会場の開設（ ７ 月） に 

向けた準備に着手。 他圏域についてはニーズに応じ て検討 

〇福祉施設 

・ 感染の早期発見のため、 施設職員に対する予防的検査を 6 月末まで継続 

・ 施設内での感染拡大を防ぐため、 平時及び感染発生初動時の対応について、 

県においてチェ ッ クリ スト を作成。 これを各施設が確実に実行できるよう  

初動訓練実施を要請 

・ 施設内療養者の医療支援を確保するため、 施設の協力医療機関、 地域の医療 

機関の登録を推進  

〇後遺症、 ワクチン副反応などへの対応 

・ 高い専門性と 横断的な診療体制を生かし 、岐阜大学医学部附属病院において、 

新型コロナウイルス感染後の後遺症に悩む患者に対する専門外来を実施 

・ ワクチン接種後の副反応などに対し 、 かかり つけ医などと 県内中核病院と の 

連携による受診・ 相談体制を維持すると と もに、 岐阜大学医学部附属病院に 

よる専門的知見からの医療機関へのサポート を実施 

 

＜緊急対策＞                 ※全体像は別添参照 

コ ロナ禍における原油価格や電気・ ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた

生活者や事業者に対し 、 負担軽減など、 きめ細かに支援 

〇生活者への支援 

・ 市町村と も連携し 、 生活困窮者に対する生活支援や学校給食費などの負担軽 

 減のほか、 求職者などへの就労支援などを実施 

〇事業者への支援 

・ 事業者に対する事業継続への支援や原・ 燃料費などの高騰に対する負担軽減 

のほか、 再生可能エネルギー設備の導入に対する支援などを実施 
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 対策の詳細   

 １  感染防止と 社会経済活動の両立  

（ １ ） 基本的な感染防止対策 

・  これまで同様、「 基本的感染防止対策」 の徹底を継続。  

  マスク着用※ （ 不織布マスクで隙間なく フィ ッ ト ）  

  手指衛生  （ 頻繁な手洗い、 消毒）  

  密回避   （ 密閉・ 密集・ 密接のどれか一つでも回避）  

  こまめに換気（ 換気扇の常時稼働や窓・ 扉の開放による１ 時間に２ 回 

以上の換気）  

  体調管理  （ 体調不良時は出勤・ 出張・ 通学・ 部活・ 旅行・ レジャー 

を含む全ての行動をスト ッ プし 、 医療機関を受診）  

※マスク着用に関する考え方 

・  感染防止に向けた有力な武器と し て、 マスクについては、国の基本的対

処方針に沿って人と の距離（ ２ ｍ以上） や会話の有無により 、 メ リ ハリ を

つけて着用（ マスクを着用できればより 安全であるが、以下の場面では外

すこと も賢く 行う ）。  

  屋外で人と の距離がある（ ランニング、 密にならない外遊びなど）  

  屋外で人と の距離はないが、会話をほと んど行わない( 徒歩での通勤など)  

  屋内で人と の距離があり 、 会話をほと んど行わない 

・  夏場については、 熱中症防止の観点から、上記の屋外の場面ではマスク 

を外すこと を推奨。  

・  ２ 歳未満（ 乳幼児） は、 マスク着用を奨めない。  

・  本人の意に反し てマスクの着脱を無理強いすること のないよう 注意。  

 
※学校などにおけるマスク着用の考え方 

・  夏場を迎えるにあたり 、 児童生徒と の間隔や会話の有無に留意し 、以下

のマスク着用が不要な場面を改めて周知。  

  体育の授業（ 屋外の運動場に限らず、プールや屋内の体育館などを含む） 

  運動部活動（ 体育の授業に準じ つつ、各競技団体作成のガイド ラインも 

踏まえて対応）  

  夏場の登下校時（ 熱中症対策を優先。 公共交通機関利用の場合は着用）  

・  ２ 歳以上の未就学児には、人と の距離に関わらず、 マスク着用を一律に 
は求めない( 幼稚園・ 保育所などで一時的に推奨し ていた着用方針を解除)。  
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・  特に、 感染事例が多く 見受けられる「 ５ つの場面」 に注意。  

場面１  飲酒を伴う 懇親会など  （ 注意力が低下、 大声になり やすい）  

場面２  大人数や長時間の飲食 ( ２ 次会・ ３ 次会、 深夜のはし ご酒など)  

場面３  マスクなし での会話  （ 車やバスでの移動の際も要注意）  

場面４  狭い空間での共同生活（ 寮の部屋やト イレなど共用部分に注意）  

場面５  居場所の切り 替わり   （ 休憩室、 更衣室、 喫煙室などは要注意）  

  

（ ２ ） 飲食・ 移動 

・  マスク会食（ 食事は静かに、 会話時はマスク着用） を徹底。  

・  旅行、 レジャーに際し ては、出発前には薬局などにおける無料検査を活用 

 するなど、 移動中・ 移動先においても、「 基本的な感染防止対策」 を徹底。  

・  感染防止対策が徹底さ れていない飲食店の利用は避け、「 新型コロナ対策 

実施店舗向けステッ カー取得店舗（ 第三者認証店）」 の利用を徹底。  

  ・  エアロゾル感染（ 空中に浮遊するウイルスを吸い込んだ結果感染すること ） 

の防止を一段と 強化するため、飲食店に対する換気設備工事（ これに付随す 

る空気清浄機の購入含む） の支援制度を創設。  

 

（ ３ ） 職場 

・  のどの痛みや発熱など、少し でも体調が悪い場合は、「 休む」「 休ませる」  

対応を徹底。  

・  あらゆる事業所で、 マンパワー不足を想定し たＢ Ｃ Ｐ（ 事業継続計画） を 

再確認。 未策定の場合は、 早急に策定。  

・  事業所ごと に「 ぎふコロナガード 」 （ 感染対策を監視し 、 健康状態を確認 

する責任者） を指定し 、 全従業員への教育と 現場点検を徹底。  

・  業種別ガイド ラインを遵守。  

・  在宅勤務（ テレワーク） 、 時差出勤などにより 、 人と の接触機会を低減。 

 

（ ４ ） 観光 

・  県内観光割引「 ほっと 一息、 ぎふの旅」 キャンペーン（ ブロッ ク割） を６  

 月末まで延長。  

・  国が行う インバウンド 再開に向けた訪日観光実証事業に協力。  

（ 県内では高山市、 中津川市、 白川村を来訪）  

・  今後、国において添乗員付きのパッ ケージツアーに限定し た外国人観光客 

 の入国再開が進められること に対応し て、上記実証事業を踏まえ、感染防止 

 対策を徹底し た受入体制について準備・ 検討。  

15



 

 

6 

 

２  ハイリ スクの方を守る体制整備   

（ １ ） ワクチン追加接種（ ４ 回目）  

・  重症化予防の観点から、希望する６ ０ 歳以上の方や１ ８ 歳以上で基礎疾患 

のある方などに対する４ 回目接種を、５ 月２ ５ 日以降、準備が整った市町村 

から順次開始。  

・  特に都市部の接種を補完するため、 県内２ 箇所（ 岐阜、 西濃） において、 

県大規模接種会場の開設（ ７ 月） に向けた準備に着手。 他圏域については 

ニーズに応じ て検討。  

 

（ ２ ） 福祉施設 

・  感染の早期発見のため、 施設職員に対する予防的検査を 6 月末まで継続。 

・  施設内での感染拡大を防ぐため、平時及び感染発生初動時の対応について 

県においてチェ ッ クリ スト を作成。 これを各施設が確実に実行できるよう  

初動訓練実施を要請。  

・  施設内療養者の医療支援を確保するため、 施設の協力医療機関、 地域の 

医療機関の登録を推進。  

 

（ ３ ） 後遺症、 ワクチン副反応などへの対応 

①新型コロナの後遺症への対応 

・  高い専門性と 横断的な診療体制を生かし 、岐阜大学医学部附属病院におい 

 て、新型コロナウイルス感染後の後遺症に悩む患者に対する専門外来を実施。 

②ワクチン接種後の副反応などへの対応 

・  ワクチン接種後の副反応などに対し 、かかり つけ医などと 県内中核病院と

の連携による受診・ 相談体制を維持。  

・  加えて、 岐阜大学医学部附属病院による、専門的な知見からの医療機関へ

のサポート を実施。  

 

（ ４ ） 療養・ 検査体制及び感染再拡大時の対応方針  ※別添１ を参照 
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 ３  緊急対策   ※全体像は別添２ を参照 

コロナ禍における原油価格や電気・ ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた 
生活者や事業者に対し 、 負担軽減など、 きめ細かに支援。  

 

（ １ ） 生活者への支援 

市町村と も連携し 、生活困窮者に対する生活支援や学校給食費などの負担軽減 
のほか、 求職者などへの就労支援などを実施。  

○低所得のひと り 親世帯への給付金の支給   

・  低所得のひと り 親世帯に対し 、児童一人当たり 一律５ 万円の給付金を支給 

（ 市分の低所得のひと り 親世帯に対し ては市が支給。また、市町村は住民税 

均等割非課税世帯の子育て世帯に対し ても支給）。  

 

○学校などにおける給食費の負担軽減  

・  県立学校、 私立小中高等学校、 私立幼稚園、 私立保育所などに対し 、 原 

油価格・ 物価高騰による給食費の増額分を支援（ 公立の小中学校、 保育所 

などは設置者（ 市町村） において対応を検討）。  

 

○求職者への総合的な求職支援  

・  原油価格・ 物価高騰による業績悪化に伴う 失業者などの心理面や求職を支 

 援する、 メ ンタ ルカウンセリ ングを実施するほか、 合同企業説明会を開催。 

 

（ ２ ） 事業者への支援 

事業者に対する事業継続への支援や原・ 燃料費などの高騰に対する負担軽減の 
ほか、 再生可能エネルギー設備の導入に対する支援などを実施。  

 

○地場産業に対する原油価格・ 物価高騰への支援 

・  原油価格・ 物価高騰の影響を受ける地場産業に対し 、一律１ ０ 万円の支援 

金を支給。  

 

○地域公共交通事業者への燃料高騰への支援  

・  原油価格の高騰により 影響を受けている地方鉄道事業者・ 広域バス路線 

 事業者・ タ クシー事業者に対し 、 燃料価格上昇相当分を支援。  

 

○再生可能エネルギー設備導入への支援 

・  電力価格の高騰による県内企業への影響を踏まえ、 太陽光発電設備や 

Ｅ ＭＳ 、 蓄電設備の導入経費を支援すると と もに、 県民向けの啓発を強化。 
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療養・ 検査体制及び感染再拡大時の対応方針 

 
（ １ ） 療養・ 検査体制 

①療養体制 

・  病床 894 床、 宿泊療養施設 1, 998 床、 臨時医療施設 40 床（ 最大 82 床）、  

合計で最大 2, 974 床を維持。  

  ・  病院、 宿泊療養施設、 自宅療養の役割分担による適切な療養体制を継続。 

  ・  退院基準を満たし た後も治療が必要な患者を受け入れる「 後方支援病床」 

131床を確保。関係者間で受入条件などの情報共有を徹底し 、効率的に運用。  

 

②自宅療養者支援体制 

・  県、 岐阜市、 看護協会からなる「 自宅療養者支援チーム」 により 、 自宅 

療養者の健康フォローアッ プ、 食料・ 生活必需品の提供などの支援を実施。 

  ・  全市町村において、 県と の連携による安否確認や生活物資配送（ 運送業者 

ひっ迫時） を実施するほか、 状況に応じ 市町村独自支援を検討、 実施。  

※独自支援の取組み事例： 食料品・ オムツなど日用品の提供、買い物代行、相談窓口設置 

・  自宅療養者の症状悪化時には、医師会、訪問看護ステーショ ン連絡協議会、 

薬剤師会と 連携し 、 適切な医療を提供。  

・  協力医療機関( 544 機関) 、歯科医療提供体制など自宅療養支援体制を堅持。 

 
③検査体制 

・  県、 市及び診療・ 検査医療機関による検査体制 17, 535 件／日を確保。  

・  感染不安を感じ る無症状の方が、薬局などにおいて無料検査を受けられる 

体制を 181 か所確保（ ６ 月末まで期限を延長）。  

  ・  小学校、 幼稚園、 福祉施設、 保育所などの職員に対する予防的検査を実施 

（ ６ 月末まで期限を延長）。  

（ ２ ） 感染再拡大時の対応方針 

①エビデンスに基づく 保健所体制の重点化 

１ 日あたり の新規陽性者数が１ 週間平均 700 人を 超えた場合、 以下のと おり 対応  

・  同居家族が感染し た際、 高齢者、 基礎疾患を有する方など、 リ スクの高 

 い方については行政検査を徹底。  

別添１  
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・  高齢者などを多く 抱える医療機関、 福祉施設においては、 濃厚接触者の 

特定、 検査の実施を徹底。   

・  １ ０ 代以下の重症化率は極めて低いこ と から、 学校、 幼稚園、 保育所   

 などについて検査は基本行わず感染者数などに応じ て休校などを施設ごと  

 に判断。  

・  事業所については、 各事業所において対応。（ 発熱など症状があれば休め 

る体制の構築を強く 要請。）  

②自宅療養支援の重点化 

１ 日あたり の新規自宅療養者数が千人を超えた場合、 以下のと おり 対応 

・  健康観察については、 重症化リ スクの高い方に重点化。  

・  食料品、 日用品については、 家族全員が陽性の場合や１ 人暮らし の方 

 など外出が困難な場合などに配布。（ 併せて、 食料品などの備蓄を呼びかけ。）  

③イベント などにおけるワクチン接種歴、 陰性の検査結果の活用 

１ 日あたり の新規陽性者数が１ 週間平均 700 人を 超えた場合、 以下のと おり 対応  

・  全国からの参加者が想定さ れる県主催のイベント 、 県有施設を活用し た 

イベント であって、 マスクを外す可能性のあるものについて、 参加者・ 利 

用者などの｢３ 回ワクチン接種歴」 又は「 陰性の検査結果」 の確認を実施。  

  ・  市町村や民間事業者にも同様の対応を呼びかけ。  

④学校における対応 

１ 日あたり の新規陽性者数が１ 週間平均 700 人を 超えた場合、 以下のと おり 対応  

＜高等学校＞                 

・  以下のと おり 速やかに対応。  

  陽性者が１ 名判明し た時点で、 一時的に学級閉鎖。  

  学校が直ちに自宅待機要請者を特定し 、 自宅待機（ 出席停止）。  

  さ らに、 感染の拡大状況に応じ て、 学級閉鎖の継続・ 解除。  

  部活動も同様の基準で、 部活動を停止。  

  なお、 学級閉鎖中の当該学級に在籍する無症状者（ 自宅待機要請者除

く ） は、 陰性確認を条件に、 部活動公式大会への参加を認める。  

＜特別支援学校＞ 

・  高等学校の基準を踏まえつつ、 児童・ 生徒の状況に応じ て柔軟に対応。  

＜小中学校、 幼稚園、 保育所など＞ 

・  高等学校の基準を踏まえつつ、 各施設の実情に応じ て判断。  
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緊急対策 

 

１  コ ロナ禍における原油価格・ 物価高騰対応 

（ １ ） 生活者への支援対策 

①生活に困っている方々への給付金などの支給 

○低所得のひと り 親世帯への給付金の支給  

低所得のひと り 親世帯に対し 、 児童一人当たり 一律５ 万円の給付金を支給（ 市分の低

所得のひと り 親世帯に対し ては市が支給。 また、 市町村は住民税均等割非課税世帯の子

育て世帯に対し ても支給）  

 

○緊急小口資金・ 住居確保給付金などの確保  

収入減があった世帯を対象と し た貸付金及び、 貸付制度を利用できない世帯への支援

金のほか、 住居を失う おそれが生じ ている方への給付金について、 申請受付期間の延長

に伴う 所要額を確保 

 

○家計急変し た世帯への私立高校などの授業料を支援  

保護者の失業などによる家計急変により 、 私立高校などの授業料納付が困難になった

生徒に対する授業料軽減補助の単価を引き上げ 

②生活に困っている方々への支援体制の強化 

○生活困窮者への支援体制の強化  

地域の実情に応じ た官民連携による生活困窮者を支援するプラッ ト フ ォ ームを新た

に設置すると と もに、 民間団体などの活動に対し 支援 

 

○住宅確保要配慮者に対する相談体制の強化  

原油価格・ 物価高騰の影響により 民間賃貸住宅への入居が困難な方の相談体制を強化

するため、 居住支援法人に対し 情報通信機器などの購入経費を支援 

別添２  

コロナ禍における原油価格や電気・ ガス料金を含む物価高騰などに直面する生活困

窮者などに対する生活支援や学校給食費などの負担軽減のほか、 求職者などへの就労

支援などを実施 
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③学校給食の負担軽減措置 

○学校などにおける給食費の負担軽減  

県立学校、 私立小中高等学校、 私立幼稚園、 私立保育所などに対し 、 原油価格・ 物価

高騰による給食費の増額分を支援（ 公立の小中学校、 保育所などは設置者（ 市町村） に

おいて対応を検討）  

④求職者などに対する就労支援 

○求職者への総合的な求職支援  

原油価格・ 物価高騰による業績悪化に伴う 失業者などの心理面や求職を支援する、  

メ ンタ ルカウンセリ ングを実施するほか、 合同企業説明会を開催 

 

○生活困窮者に対する就労支援の強化  

原油価格・ 物価高騰の影響による生活困窮者に対する就労相談体制を強化するため、

県社会福祉協議会に配置し ている就労支援員を増員 

 

○就労系障害福祉サービス事業への支援  

利用者の賃金・ 工賃を確保するため、 原油価格・ 物価高騰の影響により 生産活動が停

滞し 減収と なっている事業所を支援 

（ ２ ） 事業者への支援対策 

①原油価格・ 物価高騰の影響を受けた事業者への事業継続・ 事業転換支援 

○原油価格・ 物価高騰に対応し た融資枠の創設  

原油価格・ 物価高騰の影響を受ける中小企業向けの県制度融資を創設すると と もに、

融資を受ける際の信用保証料を全額支援 

 

○地場産業に対する原油価格・ 物価高騰への支援  

原油価格・ 物価高騰の影響を受ける地場産業に対し 、 一律１ ０ 万円の支援金を支給 

 

○事業転換や新商品開発に必要な設備導入などへの支援  

小規模事業者が取り 組む事業・ 業態転換や、 地場産業事業者が取り 組む新商品開発に

必要な設備の導入などの支援について、 原油価格・ 物価高騰対策枠を創設し て拡充 

  

コロナ禍における原油価格や電気・ ガス料金を含む物価高騰などによる影響を受け

る事業者に対する事業継続への支援や燃料費などの高騰に対する負担軽減のほか、  

再生可能エネルギー設備の導入に対する支援などを実施 
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②燃料価格高騰への負担軽減 

○施設園芸農家に対する燃油価格高騰への支援  

燃油価格が基準を上回った場合に補てん金を交付する、 国の制度に加入する農家に対

し 、 価格高騰分のう ち農家の負担分を全額支援 

 

○地域公共交通事業者に対する燃料高騰への支援  

原油価格の高騰により 影響を受けている地方鉄道事業者・ 広域バス路線事業者・ タ ク

シー事業者に対し 、 燃料価格上昇相当分を支援 

 

○持続可能な地域物流モデルの構築を支援  

県内工業団地などと 運送事業者による共同輸配送サービス機能を構築すると と もに、

参加する製造事業者に対し 原油価格高騰による輸送費を支援 

 

○一般公衆浴場への支援  

燃料価格の高騰により 影響を受ける一般公衆浴場に対し て、 価格上昇分を支援 

③原材料価格高騰への負担軽減 

○畜産農家に対する配合飼料価格高騰への支援  

配合飼料価格が基準を上回った場合に補てん金を交付する国の制度に加入し 、 配合飼

料の使用量削減に取り 組む農家に対し 、 価格高騰分のう ち農家の負担分の一部を支援 

 

○畜産農家への自給飼料生産設備導入への支援  

配合飼料価格の高騰に対応するため、 自給飼料の生産に要する設備の導入を支援 

 

○県産材利用拡大支援  

県産木材の高騰に対応するため、 県内工務店に対し 県産木材の使用量に応じ 価格高騰

分を支援 

④再生可能エネルギー設備などの導入経費への支援 

○再生可能エネルギー設備導入への支援  

電力価格の高騰による県内企業への影響を踏まえ、 太陽光発電設備やＥ ＭＳ 、 蓄電設

備の導入経費を支援すると と もに、 県民向けの啓発を強化 

 

○施設園芸農家などの省エネ設備導入への支援  

燃油価格が基準を上回った場合に補てん金を交付する、 国の制度への加入を促進する

ため、 加入要件と なる省エネ設備の導入を支援 
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○森林サービス産業事業者の省エネ設備導入への支援  

原油価格・ 物価高騰の影響を軽減するため、 既存設備から省エネ効果の高い設備への

改修を支援 

⑤その他の支援 

○サプライチェ ーン対策などの生産設備導入の支援  

県内企業が海外から 国内生産に切り 替えるための設備導入補助金について、 原油価

格・ 物価高騰対策と し て拡充 

 

○農畜水産物などの輸出拡大に向けた経費への支援  

資材費などの価格高騰が経営を圧迫する中、 円安を契機と し て輸出を拡大するために

必要な商品改良や商談費用などを支援 

 

○農福連携商品を販売する事業者への支援  

資材費などの高騰により 生産コスト が増加する中、 農福連携に取り 組む事業者の販売

力強化のため、 加工・ 販売施設の整備費を支援 

 

○県産材の供給拡大に必要な設備導入への支援  

国際情勢などによる外国産材の供給不足に伴う 国産材の急速な需要拡大に対応する

ため、 木材加工事業者の木材乾燥機の導入や、 林業事業者の高性能林業機械の導入など

を支援 

 

○電子観光クーポン「 ぎふ旅コイン」 による地域観光支援  

原油価格・ 物価高騰の影響を受けた観光産業の回復に向け、 電子観光クーポン「 ぎふ

旅コイン」 の対象事業を拡充 

 

○県内バス事業者への商品造成などへの支援  

原油価格・ 物価高騰の影響を受ける、 県内バス事業者が企画する交通代金付商品の造

成・ 販売促進などの取組みに対し 支援 

 

○オミ クロン株の影響により 売上が減少し た事業者への支援  

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う 影響により 、 売上が１ ５ ％以上減少

し た事業者に対する支援金を確保 
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２  新型コ ロナウイルス感染症対策 

○病床・ 宿泊療養施設・ 後方支援病床の確保  

受入病床や宿泊療養施設の確保に加え、 感染症患者の受入れ医療機関に対する協力金

を確保 

 

○医療機関における院内感染防止などへの支援  

院内感染防止対策に必要な設備整備や、 院内感染が発生し た医療機関の再開・ 継続の

ための消毒や設備整備を支援 

 

○飲食店における感染拡大防止策の強化  

第三者認証取得店又は取得予定店による、 換気設備工事費や空気清浄機の購入経費を

支援 
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屋外・ 屋内でのマスク着用について

新型コ ロ ナウイ ルス
感染症予防のために
（ 厚生労働省H P）

新 型 コ ロ ナ ウ イ ルス 感 染症対策

夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。

距離が確保できる 距離が確保できない

会話をする

会話を
ほとんど
行わない

距離が確保できる 距離が確保できない

会話をする

会話を
ほとんど
行わない

高齢の方と 会う 時や病院に行く 時は、 マスクを着用し まし ょ う 。

マスク必要なし マスク着用推奨

マスク必要なし

公園での散歩やランニング、 サイクリ ングなど

マスク必要なし

徒歩や自転車での通勤など、 屋外で人と すれ違う 場面

距離を確保して行う

図書館での読書、 芸術鑑賞

マスク必要なし

【 屋外】

【 屋内】

通勤ラッ シュ時や人混みの中
ではマスクを着用しましょ う

体調不良時の出勤・ 登校・ 移動はお控え く だ さ い。

○マスク着用は従来同様、 基本的な感染防止対策と し て重要です。
一人ひと り の行動が、 大切な人と 私たちの日常を守ること に繋がり ます。

○屋外では、 人と の距離（ 2 ｍ以上を目安） が確保できる場合や、
距離が確保できなく ても、 会話をほと んど行わない場合は、
マスクを着用する必要はありません。

○屋内では、 人との距離（ 2 ｍ以上を目安） が確保できて、 かつ
会話をほとんど行わない場合は、 マスクを着用する必要はあり ません。

目 安

２ ｍ
以上

マスク に
関する Q ＆A

※

マスク着用推奨

※十分な換気など感染防止対策を講じている場合

は外すことも可

マスク着用推奨

マスク着用推奨

目安２ｍ以上

目安２ｍ以上
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子ども のマスク着用について
人と の距離（ 2 ｍ以上を目安） が確保できる場合
においては、 マスク を着用する必要はあり ません。
また、 就学前のお子さ んについては、
マスク 着用を一律には求めていません。

新型コ ロ ナウイ ルス
感染症予防のために
（ 厚生労働省H P）

就学児について

就学前児について

・ 人と の距離が確保できる場合
・ 人と の距離が確保できなく ても 、

会話をほと んど行わないよう な場合
＜例＞離れて行う 運動や移動、

鬼ごっこなど密にならない外遊び

＜例＞屋外で行う 教育活動（ 自然観察・ 写生活動等）

・ 人と の距離が確保でき、
会話をほと んど行わないよう な場合

＜例＞個人で行う 読書や調べたり 考えたり する学習

屋外

学校生活 屋外の運動場に限らず、
プールや屋内の体育館等を含め、 体育の授業や運動部活動、 登下校の際
※運動部活動において接触を伴う 活動を行う 場合には、 各競技団体が作成するガイド ライン等を確認し まし ょ う

※活動中以外の練習場所や更衣室等、 食事や集団での移動を行う 場合は、 状況に応じ て、 マスク着用を含めた感染対策を徹

底し まし ょ う

マスク の着用は推奨し ません。

他者と の距離にかかわらず、 マスク 着用を一律には求めて

いません。 マスク を着用する場合は、 保護者や周り の

大人が子どもの体調に十分注意し た上で着用し まし ょ う 。

2 歳未満

2 歳以上の就学前の子ど も

▶ 夏場は、 熱中症防止の観点から 、 マスク が必要ない場面では、

マスク を 外すこ と を 推奨し ます。

▶ マスク を 着用し ない場合であっ ても 引き 続き 、 手洗い、

「 密」 の回避等の基本的な感染対策を 継続し まし ょ う 。

※その他地域の状況に応じて、 講じられている対策がある場合、 それを踏まえ対応をお願いします。

新 型コ ロ ナ ウ イ ルス 感 染症対策

目安
2 m
以上

保育所・ 認定こ ども 園・ 幼稚園等の

高齢の方と 会う 時や病院に行く 時は、 マスクを着用し まし ょ う 。

マスク 着用の必要がない場面

屋内

（ 小学校から 高校段階）

新型コ ロ ナウイ ルスに関連し た感

染症対策に関する 対応について：

幼小中高・ 特別支援学校に関する情報

（ 文部科学省HP）
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参考資料４  

市 町 村 に お け る 生 活 者 へ の 主 な 支 援 対 策 
（ コ ロナ禍における原油価格・ 物価高騰対応）  

 
※令和４ 年５ 月２ ７ 日現在の調査結果（ 検討中含む）  

 
 

１  プレ ミ アム商品券・ 地域振興券等の配布 【 ２ ０ 市町村】  

 

具体的な支援例 

・ 住民に対し て割増率５ ０ ％のプレ ミ アム商品券を販売 

・ 住民に対し て割増率１ ０ ％～２ ０ ％のプレ ミ アム商品券を 販売 

・ １ 人当たり 1 万５ 千円の地域振興券の無料配布 

 

２  全世帯を 対象と し た給付金 【 １ 市町村】  

  

具体的な支援例 

・ 全世帯を 対象に１ 世帯あたり ３ 万円を 給付 

 

３  子育て世帯への給付金 【 １ ０ 市町村】  

 

具体的な支援例 

 ・ 児童 1 人あたり ２ 万円を 給付 

・「 子育て世帯臨時特別支援事業給付金」 対象世帯に５ 万円を追加給付 

 ・ ４ 子以上の児童を養育する世帯やひと り 親世帯へ給付 

 

４  非課税世帯・ 生活困窮者への給付金 【 ３ 市町村】  

 

具体的な支援例 

 ・ 令和４ 年度住民税非課税世帯へ３ 万円の追加給付 

 ・「 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」 対象世帯に５ 万円を 追加給付 

 ・ 生活福祉資金（ 緊急小口資金・ 総合支援資金） 借入者へ１ ０ 万円を 給付 

 

 

５  給食費の補助・ 無償化 【 ２ １ 市町村】  

 

 具体的な支援例 

・ 学校給食費を ３ か月無償化 

・ 学校給食費の半額相当を 無償化 

・ 学校給食費の食材高騰分を 公費補填（ 保護者負担増の防止）  

 ・ 学校給食のデザート 月３ 回分程度を 公費補填 
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６  水道基本料金の免除 【 １ ２ 市町村】  

 

 具体的な支援例 

 ・ 水道基本料金を １ ０ か月分免除 

 ・ 水道基本料金を ４ か月分免除 

 

７  ゴミ 袋の無償提供 【 ６ 市町村】  

  

具体的な支援例 

 ・ 指定ごみ袋を２ ０ 枚無償提供 

 ・ 指定ごみ袋を１ ０ 枚無償提供 

 

８  タ ク シー代・ 公共交通機関利用料金の助成 【 ２ 市町村】  

 

具体的な支援例 

 ・ 移動が困難な高齢者や障がい者を 対象にタ ク シー利用助成 

 

９  新型コ ロナウイ ルス感染症生活困窮者自立支援金の増額 【 ２ 市】  

 

具体的な支援例 

・ 支援金（ 限度額まで生活福祉資金特例貸付を借り 入れた世帯に対する給付

金） の申請期限延長に伴う 所要額の増加 

 

１ ０  その他生活支援 【 ７ 市町村】  

 

具体的な支援例 

・ キャ ッ シュ レ ス決済時における還元支援 

 ・ 健康増進券（ 高齢者向けの温浴施設やタ ク シー乗車等に利用でき る券） を

追加交付すると と も に、 利用対象にガソ リ ン購入等を追加 

 ・ 出産世帯に対し ８ 万円を 給付 

 ・ 高校生以下の子ども 1 人あたり １ ０ ㎏の米を 配布 

 ・ 低所得の子育て世帯へ児童 1 人あたり １ ０ ㎏の米を 配布 

 ・ 公立学校の修学旅行について、 燃料費高騰によるバス代の増額分を 補助 
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新型コロナウイルス感染症

感染対策と社会経済活動の両立を！

5⽉31⽇(⽕)〜

感染防止対策の徹底・継続
 いつもと体調が違うと感じたら、全ての⾏動（出勤、通学）をストップして、
まずは、⾝近な医療機関に受診を︕

 「マスクの着用」、「手洗い・手指消毒」、「こまめな換気」、
「３密（密閉空間・密集場所・密接場面）のうち一つでも回避」

 ワクチンを接種できる環境を整備していますので、希望される⽅はできる限り早く接種を︕

 感染事例が多く⾒受けられる「5つの場面」に注意︕
 場面１ 飲⾷を伴う懇親会など（注意⼒が低下、⼤声になりやすい）
 場面２ ⼤⼈数や⻑時間の飲⾷（2次会、3次会、深夜のはしご酒など）
 場面３ マスクなしでの会話（⾞やバスでの移動の際も要注意）
 場面４ 狭い空間での共同⽣活（寮の部屋やトイレなど共用部分に注意）
 場面５ 居場所の切り替わり（休憩室、更⾐室、喫煙室などは要注意）

飲⾷・移動に関して
 「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗（第三者認証）」を利用し、
マスク会⾷（⾷事中は静かに、会話はマスク着用）を徹底︕

 旅⾏、レジャーの移動中・移動先においても、基本的な感染防止対策の徹底を︕
事業者の皆さまへ
 職場環境を整備し、体調不良者が必ず休暇を取得できるようにしてください︕

令和４年５月３１日 岐阜市長 柴橋 正直

• 依然として、本市の感染状況は昨年夏のピーク時を超えた⾼い⽔準で推移しています。
 本市の人口10万人あたり新規感染者数(7日間移動合計)は5月30日時点で170.4と第5波ピーク時の1.3倍
 感染者の約半数が29才以下の若い世代。10代以下の割合が特に高いが高齢者の割合も増加。

• 国においては、「マスク着用」の考え方が示されるとともに、6月1日から⽔際対策が緩和され、外国人
観光客の受入実証事業が開始されるなど、コロナ禍で深刻なダメージを受けている経済への対策が進め
られています。

• “withコロナ（ウィズコロナ）”の考え方のもと、感染対策を引き続き⾏いつつ、社会経済活動をしっか
りと進めていきましょう。

【マスク着用の考え方】
• 国の基本的対処⽅針に沿って⼈との距離（２ｍ以上）や会話の有無により、メリハリをつけ

て着用。熱中症予防の観点から、屋外の「必要なし」の場面では、マスクを外すことを推奨︕

*十分な換気など感染防止対策を講じている場合は、外すことも可

• 2歳未満（乳幼児）は、マスク着用を奨めない。
• 本⼈の意に反してマスクの着脱を無理強いしない。

⼈との距離が確保できる ⼈との距離が確保できない

屋内 屋外 屋内 屋外

会話をする 着用推奨＊ 必要なし 着用推奨 着用推奨

会話をほとんどしない 必要なし 必要なし 着用推奨 必要なし


